
野田市規則第１４号

野田市景観法及び野田市景観条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。)

及び野田市景観条例（令和７年野田市条例第２０号。以下「条例」という。)の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

（事前協議書及び添付図書）

第３条 条例第６条に規定する事前協議書は、景観計画区域内行為事前協議書

とする。

２ 条例第６条の規則で定める図書は、別表の行為の欄に掲げる行為の区分に

応じ、それぞれ同表の図書の種類の欄に掲げる図書その他市長が必要と認め

る書類とする。

３ 市長は、前項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを

省略させることができる。

（行為の届出及び添付図書）

第４条 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号）第１条第１項

及び条例第３条第２項に規定する届出書は、景観計画区域内行為届出書とす

る。

２ 条例第３条第２項の規則で定める図書は、別表の行為の欄に掲げる行為の

区分に応じ、それぞれ同表の図書の種類の欄に掲げる図書その他市長が必要

と認める書類とする。

３ 市長は、前項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを

省略させることができる。

（行為の変更の届出）

第５条 法第１６条第２項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変

更届出書により行うものとする。



（行為の完了等の届出）

第６条 条例第８条の規定による届出は、景観計画区域内行為完了（中止）届

出書により行うものとする。

（変更命令及び原状回復等命令）

第７条 法第１７条第１項の規定による命令は、変更命令書により行うものと

する。

２ 法第１７条第５項の規定による命令は、原状回復等命令書により行うもの

とする。

（期間の延長）

第８条 法第１７条第４項の規定による通知は、期間延長通知書により行うも

のとする。

（身分を示す証明書）

第９条 法第１７条第８項及び法第２３条第３項（法第３２条第１項において

準用する場合を含む。）に規定する身分を示す証明書は、身分証明書とする。

（所有者の同意）

第１０条 条例第９条第１項の規定による同意は、景観重要建造物等指定同意

書により行うものとする。

（指定の通知等）

第１１条 法第２１条第１項及び法第３０条第１項の規定による通知は、景観

重要建造物等指定通知書により行うものとする。

２ 法第２１条第２項及び法第３０条第２項に規定する標識（次項において「

標識」という。）には、次に掲げる事項を記載するものとする。

（1） 指定番号及び指定の年月日

（2） 景観重要建造物にあってはその名称、景観重要樹木にあってはその樹種

３ 標識は、当該景観重要建造物等の良好な景観を損なわない意匠とするとと

もに、当該景観重要建造物等の付近の見やすい場所に設置するものとする。

（現状変更の許可）

第１２条 法第２２条第１項又は法第３１条第１項の許可（以下この条におい

て単に「許可」という。）を受けようとする者は、景観重要建造物等現状変

更許可申請書を市長に提出しなければならない。



２ 市長は、許可をすることとしたときは、景観重要建造物等現状変更許可通

知書により、申請者に通知するものとする。

３ 市長は、許可をしないこととしたときは、景観重要建造物等現状変更不許

可通知書により、申請者に通知するものとする。

（指定の解除の通知）

第１３条 法第２７条第３項において準用する法第２１条第１項及び法第３５

条第３項において準用する法第３０条第１項の規定による通知は、景観重要

建造物等指定解除通知書により行うものとする。

（所有者の変更の届出）

第１４条 法第４３条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出

書により行うものとする。

（景観整備機構の指定の申請）

第１５条 法第９２条第 1項に規定する申請は、景観整備機構指定申請書に次

に掲げる書類を添付して行わなければならない。

（1） 法第９３条に規定する業務（以下「業務」という。）に関する計画書

（2） 定款又は寄附行為の写し

（3） 登記事項証明書

（4） 法人の組織及び沿革を記載した書類

（5） 事業計画書

（6） 収支予算書

（7） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（景観整備機構の指定等）

第１６条 市長は、法第９２条第 1項に規定する申請が次の各号のいずれにも

適合していると認めるときは、同項の規定による指定をするものとする。

（1） 指定後の業務の内容が、本市の景観行政の推進に資すること。

（2） 業務を的確かつ円滑に行うために必要な執行体制及び経済的基礎を有す

ること。

２ 市長は、法第９２条第 1項に規定する申請があったときは、その内容を審

査し、景観整備機構指定決定（却下）通知書により申請者に通知するものと

する。



（景観整備機構の変更の届出等）

第１７条 法第９２条第３項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届

出書により行うものとする。

２ 景観整備機構は、第１５条の景観整備機構指定申請書に記載した業務の内

容を変更しようとするときは、景観整備機構業務内容変更届出書に同条各号

に掲げる書類（変更後の内容に係るものに限る。）を添付して、市長に届け

出なければならない。

３ 景観整備機構は、法第９２条第１項の規定による指定の決定を辞退しよう

とするときは、あらかじめ景観整備機構指定辞退届出書により市長に届け出

なければならない。

（事業の報告）

第１８条 景観整備機構は、法第９５条第 1項の規定により、毎事業年度の開

始前に事業計画書及び事業活動収支予算書を、毎事業年度の終了後速やかに

事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出しなければならない。

（勧告）

第１９条 法第１６条第３項及び条例第７条第２項の規定による勧告は、勧告

書により行うものとする。

（意見を述べる機会の付与）

第２０条 条例第１１条第２項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見

を述べる機会の付与通知書により行うものとする。

（補則）

第２１条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和７年７月１日から施行する。



別表（第３条第２項及び第４条第２項）

行為 図書の種類 明示すべき事項等

建築物及び工

作物の新築若

しくは新設、

増築、改築若

しくは移転、

外観を変更す

ることとなる

修繕若しくは

模様替又は色

彩の変更

付近見取図（１／

２，５００以上）

方位、道路、目標となる地物及び行

為の対象となる建築物（工作物）の敷

地の位置

配置図（１／１０

０以上）

次の各号に掲げる事項

（1） 縮尺、方位、敷地境界線、敷地

内における建築物（工作物）の位

置、行為の対象となる建築物（工

作物）と他の建築物（工作物）と

の別、土地の高低、行為の対象と

なる建築物（工作物）の各部分の

高さ並びに敷地の接する道路の位

置及び幅員

（2） 植栽樹木等の位置、樹種、樹高

及び本数

（3） 擁壁、かき、さく、塀等の高さ

及び長さ

各階平面図（１／

５０以上）

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

２面以上の立面図

（１／５０以上）

縮尺、開口部の位置及び構造並びに

外壁等の仕上げの方法及び色彩（着色）

現況写真（２方向

以上）

行為の場所及び周辺の状況を表すも

の

開発行為 位置図（１／２，

５００以上）

方位、道路、目標となる地物及び行

為の対象となる土地の位置及び区域



現況図（１／２，

５００以上）

都市計画法施行規則（昭和４４年建

設省令第４９号）に規定する図面に準

じて作成すること。

植栽計画がある場合は、土地利用計

画図に、植栽樹木等の位置、樹種、樹

高及び本数を記載すること。

外構施設及び附属施設がある場合は、

その位置、高さ、長さ、材料及び色彩

を、土地利用計画図、造成計画平面図

又は造成計画断面図に記載すること。

土地利用計画図（

１／５００以上）

造成計画平面図（

１／１００以上）

造成計画断面図（

１／１００以上）

現況写真（２方向

以上）

行為の場所及び周辺の状況を表すも

の

木竹の伐採 付近見取図（１／

２，５００以上）

方位、道路、目標となる地物及び行

為の対象となる土地の位置及び区域

配置図（１／１０

０以上）

伐採する樹木の位置、樹種、樹高及

び本数

現況写真（２方向

以上）

行為の場所及び周辺の状況を表すも

の


